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2005年4月1日に全面施行された「個人情報の保

護に関する法律」（以下では「個人情報保護法」と

いいます）は，日本社会に大きな波紋を与えていま

す。

これまで，企業などにおける個人情報の取り扱い

はきわめてずさんな場合が多く，個人情報の流失事

故は連日のように報道されてきました。流失した個

人情報による二次的被害も膨大なものがあったと考

えられます。

そのような状況下で成立施行された個人情報保護

法は，企業にとっては黒船の到来に類するものだっ

たようです。その結果，病院で，薬を渡す際に名前

を読み上げることをしなかったために他人に渡して

しまった例など，過剰反応とも思える状況も現出し

ています。しかし他方では，法律施行後も個人情報

の流出事故が後を絶ちません。法律はできてもまだ

まだ個人情報やプライバシーの意識がひとりひとり

のものになっていないように思われます。

本稿では，この法律成立の背景と法律の内容，学

校でどうかかわるかなどについて概観します。

(1) プライバシーと個人情報

プライバシーという言葉は日本では実定法にな

く，その概念については多くの見解がありました。

現在では法的観点からは「自己情報コントロール権」

という把握が支配的です。

プライバシーの権利は，1890年にウォレンとブ

ランダイスにより「ハーバード・ロー・レビュー」

に発表された「The Right to Privacy」（プライバ
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シーの権利）により初めて主張された，人権のカタ

ログの中では比較的新しい権利です。アメリカの法

律家であったウォレンが当時のイエロージャーナリ

ズムに私事を暴露されたという個人的な理由に由来

する経緯は興味深いものがあります。たとえば，新

保史生「『プライバシーの権利の成立過程』に関す

る若干の考察」（注1）でそのダイジェストを知る

ことができます。そこでプライバシーは「The

right to be let alone」（放っておいてもらう権利）と

定義されました。

日本では，三島由紀夫の小説「宴のあと」のモデ

ルとされたＡ氏が起こした民事裁判，「『宴のあと』

事件」判決（東京地裁判決1964年9月28日）で，

「私生活をみだりに公開されないという法的保障な

いし権利」としてのプライバシーの権利を承認した

のが最初の裁判例です。以後，プライバシーの権利

を認める多くの判例が集積して，一般にも広くプラ

イバシーという考え方が浸透してゆきました。

ところが1970年代以降，コンピュータがそれま

での科学技術の道具から，情報処理装置として行政

やビジネスの分野で広範に応用されるようになる

と，コンピュータによるプライバシー侵害の危険と

いう新たな観点が加わることとなりました。そのよ

うな状況の変化を踏まえて，ヨーロッパ諸国で個人

情報保護の立法がなされるようになりました。しか

し，各国の立法は規制内容に齟齬があったことから，

クロスボーダーの取引などで支障が生じるようにな

り，この整合性を図るべくOECD（経済開発協力機

構）で協議されました。その結果，1980年に「プ

ライバシー保護と個人データの国際流通についての

ガイドラインに関するOECD理事会勧告」が採択

されました。この勧告の付属文書に有名な「OECD

８原則」があります（図1）。OECDの8原則はその

後の個人情報保護法制の世界標準となっています。

このようなプライバシーに関する経緯をふまえ

て，現在，プライバシー情報とは，①個人の私生活

上の，②まだ社会一般の人が知らない，③一般人な

ら公開を望まない情報，のことだとされます。

これに対して，個人情報保護法上の個人情報とは，

①生存者の，②個人を，③識別できる情報，の意味

です（定義は後出）。一般的にも個人情報という言

葉はこの意味で使われることが多いと考えられま

す。亡くなった人に関する情報や会社情報は，個人

情報に含まれません。個人に関する情報であっても

断片的な情報で個人を識別するに足りないものは，

個人情報ではありません。しかし，他の情報を補う

＜図1 OECD 8原則＞

(1) 収集制限の原則
個人データは，適法・公正な手段により，かつ情報主体に通知または同意を得て収集されるべきである。

(2) データ内容の原則
収集するデータは，利用目的に沿ったもので，かつ，正確・完全・最新であるべきである。

(3) 目的明確化の原則
収集目的を明確にし，データ利用は収集目的に合致するべきである。

(4) 利用制限の原則
データ主体の同意がある場合や法律の規定による場合を除いて，収集したデータを目的以外に利用しては
ならない。

(5) 安全保護の原則
合理的安全保護措置により，損失・破壊・使用・修正・開示等から保護すべきである。

(6) 公開の原則
データ収集の実施方針等を公開し，データの存在，利用目的，管理者等を明示するべきである。

(7) 個人参加の原則
データ主体に対して，自己に関するデータの所在及び内容を確認させ，または異議申立を保証するべきで
ある。

(8) 責任の原則
データの管理者は諸原則実施の責任を有する。
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ことによって個人を識別できるときは，これに含ま

れることになります。たとえば今年入学した生徒を

「05123」（2005年に入学した五十音順で123番目の

生徒）などとして校内で特定しても，これだけでは

個人を識別することはできませんから，個人情報で

はありません。これに住所など他の情報が加わるこ

とによって，個人情報となりうるわけです。

プライバシー情報と個人情報とは重なる部分を多

くもちながらも，上記のとおり異なる概念です。個

人情報保護法は後者を保護しようとするものです

が，その成立過程では，プライバシー保護の議論の

延長線上にこの法律が制定されたという面があるこ

とに留意する必要があります。

(2) 個人情報保護法の成立

コンピュータが自治体でも企業でも広く利用され

るようになったことから，コンピュータとの関連で

プライバシーが意識されるようになり，70年代か

ら日本でもその法的枠組みが議論されるようになり

ました。そして，最初は東京都国立市など，自治体

で「電算条例」のような形でプライバシーや個人情

報保護を意識した条例が制定されるようになりまし

た。1984年には福岡県春日市で初めての個人情報

保護条例が成立しました。

国レベルでも，1988年に「行政機関の保有する

電子計算機処理にかかる個人情報の保護に関する法

律」が成立しました。この法律は，行政機関保有情

報に限定して，企業などの民間保有情報を除外して

いる点，コンピュータ処理情報に限定してマニュア

ル処理情報を除外している点，記録された情報に誤

りがあってもその訂正請求権が認められないなど，

情報主体である国民の自己情報への権利が不十分で

あることなどについて批判を受けましたが，日本で

最初に制定された個人情報保護法としての性質を有

するものでした。民間保有情報についても法的規制

を設けるべきだとの議論はなされていましたが，ガ

イドラインの制定などにとどまり，立法には至りま

せんでした。

そのような状況のなかで，1995年にEU（ヨー

ロッパ連合）は「個人データ保護指令」を制定し，

EU域内各国に対して，指令に適合するように3年

以内に個人情報保護の法制化を求めました。また，

域外の第三国への個人情報の移転は，当該第三国が，

十分なレベルの保護措置を講じている場合に限ら

れ，保護措置が十分であるとは認められない場合に

は，当該第三国と協議することができるとされまし

た。日本政府はこれに対する対応を迫られ，個人情

報の取り扱いが適切であることを示すマークを民間

業者に付与することによって，ガイドライン遵守を

基礎づけようとしました。そして，1998年に当時

の通産省の「プライバシーマーク制度」や当時の郵

政省の「個人情報保護マーク制度」が設けられ，一

応の対応とされました。

さらに，1999年には当時計画されていた「住民

基本台帳ネットワークシステム」（いわゆる「住基

ネット」）の前提として，個人情報保護法制の整備

が図られることとなりました。住基ネットでは，地

方自治体が管理する住民基本台帳を電子データ化し

てネットで結ぶことが計画されていました。このシ

ステムは，ネットワークを介して住民情報が流通す

ることとなるため，包括的な個人情報保護制度の必

要性が強く要請されたのです。

2003年5月，個人情報保護法は「個人情報保護関

連5法」のひとつとして成立しました。

(1) 個人情報保護法の構成

2003年5月に成立した個人情報保護法は，「個人

情報保護関連5法」のひとつとされています。5法

とは，個人情報保護法のほか，行政機関の保有する

個人情報の保護に関する法律（1988年制定の行政

機関の保有する電子計算機等にかかる個人情報保護

法の改正法），独立行政法人等の保有する個人情報

の保護に関する法律，情報公開・個人情報保護審査

会設置法，行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律，のことです。このほかに，各地方公共団体が

制定する「個人情報保護条例」（ただし，名称はさ

まざまです）があります。これらの法律の関係を図

示しておきます（図2）。個人情報保護法は，分か

りにくいのですが，基本法部分（第1章から第3章

まで）と民間部門に関する一般法部分（第4章以下）

とが合わさった法律です。公的部門の一般法は，5

法のうちの個人情報保護法以外の4法で定めること

にしてます。

基本法部分は，個人情報保護に関する官民共通の

基本理念などを定めています。ここでは，目的，定

義，基本理念を定めた第1章「総則」と，第2章

「国および地方公共団体の責務等」，第3章「個人情

個人情報保護法は何を定めているか
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報の保護に関する施策」から成り立っています。

従って，地方公共団体が条例などを制定する場合に

も，この基本法に則って制定すべきものとされます。

基本法部分は法律公布と同時に施行されました。

ですから，2005年4月に個人情報保護法が施行され

るとしてセンセーショナルに話題になったのは，同

法の第4章以下の部分のことです。以下において，

第4章以下の内容を概観します。

(2)「個人情報」とは何か

この法律は，「個人情報」「個人データ」「保有個

人データ」と言葉を使い分けて，法律上の義務に相

違を設けています。ですから，最初にそれぞれの言

葉が何を意味するかを確認する必要があります。

「個人情報」とは，「生存する個人に関する情報

であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その

他の記述等により特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と容易に照合することができ，そ

れにより特定の個人を識別することができることと

なるものを含む）をいう」（2条1項）とされます。

これを整理すると，①生存者の，②個人を，③識別

できる情報，ということです。

「個人データ」とは，「個人情報データベース等

を構成する個人情報」（2条4項）とされます。要す

るに，個人情報をデータベース化して検索を容易に

したものです。

「保有個人データ」とは，「個人情報取扱事業者

が，開示，内容の訂正，追加又は削除，利用の停止，

消去及び第三者への提供の停止を行

うことのできる権限を有する個人

データであって，その存否が明らか

になることにより公益その他の利益

が害されるものとして政令で定める

もの又は一年以内の政令で定める期

間以内に消去することとなるもの以

外のもの」（2条5項）とされます。

大まかに言えば，個人データのうち

6ヶ月を超えて保有，継続利用する

もののことです。

このような言葉の使い分けは，後

者ほど個人情報取扱事業者のその取

り扱い上の義務が重くなるしくみと

して意味があります（図3）。

(3) 義務を負っているのは誰か

個人情報保護法により義務を負っ

ているのは，「個人情報取扱事業者」です。個人情

報取扱事業者とは「個人情報データベース等を事業

の用に供している者」をいいます。ただし，次に掲

げる者（国など公的部門，その取り扱う個人情報の

量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するお

それが少ないものとして政令で定める者）を除く」

（2条3項）とされています。政令の内容を含めて言

い直すと，「①過去6ヶ月間に一度でも5,000人分よ

り多い，②個人データを持ったことがある，③民間

事業者」のことです。

5,000人分というとたいへん大きな数のようにも

思えます。しかし，1日20人の客がいて，その客の

データが蓄積されていけば1年で突破する数字で

す。あるいは100人の営業マンがそれぞれ50人の顧

客リストを持っていれば5,000人となります。在校

生，教職員および卒業生の数を合計して5,000人を

超えない私立高校はあまりないでしょう。

この法律は民間事業者を対象としています。公立

学校では2005年の4月にあわてる必要はありません

でした。多くの個人情報保護条例などは既に制定さ

れている場合が多いですから，もっと前にあわてな

ければならなかったのです。

(4) どのような義務を負うのか

義務の項目は図3にあげてあります。内容は次の

とおりです。

・15条（利用目的の特定）：個人情報を取り扱うに

当たっては，その利用の目的をできる限り特定しな

＜図2　個人情報保護関連5法の関係＞ 

個人情報の保護に関する法律（基本法制） 

個人情報取扱事業者の義務等 

行政機関の保有する個人情報 
の保護に関する法律 

独立行政法人等の保有する 
個人情報の保護に関する法律 

〔情報公開・個人情報保護審査会設置法〕 

行政機関の保有する個人情報の保護に 
関する法律等の施行に伴う関係法律の 
整備等に関する法律 

地方公共団体（条例） 

《基本法部分》 
・基本理念 
・国・地方の責務 
・基本方針の策定 
　　　　　　　等 

注）総務省Webページから。 
　　http://www.soumu. go.jp/kyoutsuu/syokan/gaiyo/030307_1.pdf

〈
民
間
部
門
〉 

〈
公
的
部
門
〉 
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ければならない。

・16条（利用目的による制限）：あらかじめ本人の

同意を得ないで，利用目的の達成に必要な範囲を超

えて，個人情報を取り扱ってはならない。

・17条（適正な取得）：偽りその他不正の手段によ

り個人情報を取得してはならない。

・18条（取得に際しての利用目的の通知等）：個人

情報を取得した場合は，利用目的を公表している場

合を除き，速やかに，その利用目的を，本人に通知

し，又は公表しなければならない。

・19条（データ内容の正確性の確保）：個人情報取

扱事業者は，利用目的の達成に必要な範囲内におい

て，個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努

めなければならない。

・20条（安全管理措置）：取り扱う個人データの漏

えい，滅失又はき損の防止その他の個人データの安

全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければ

ならない。

・21条（従業者の監督）：従業者に個人データを取

り扱わせるに当たっては，当該従業者に対する必要

かつ適切な監督を行わなければならない。

・22条（委託先の監督）：個人データの取り扱いの

全部又は一部を委託する場合は，個人データの安全

管理が図られるよう，委託を受けた者に対する必要

かつ適切な監督を行わなければならない。

・23条（第三者提供の制限）：あらかじめ本人の同

意を得ないで，個人データを第三者に提供してはな

らない。

・24条（保有個人データに関する事項の公表等）：

個人情報取扱事業者は，保有個人データに関し，個

人情報取扱事業者の名称，保有個人データの利用目

的などについて，本人の知り得る状態に置かなけれ

ばならない。

・25条（開示）：本人から，当該本人が識別される

保有個人データの開示を求められたときは，本人に

対し，遅滞なく，当該保有個人データを開示しなけ

ればならない。

・26条（訂正等）：本人から，当該本人が識別され

る保有個人データの内容が事実でないという理由に

よって当該保有個人データの内容の訂正，追加又は

削除を求められた場合には，利用目的の達成に必要

な範囲内において，遅滞なく必要な調査を行い，そ

の結果に基づき，当該保有個人データの内容の訂正

等を行わなければならない。

・27条（利用停止等）：本人から，当該本人が識別

される保有個人データが第16条の規定に違反して

取り扱われているという理由又は第17条の規定に

違反して取得されたものであるという理由によっ

て，当該保有個人データの利用の停止又は消去を求

められ，その求めに理由があることが判明したとき

は，違反を是正するために必要な限度で，遅滞なく，

当該保有個人データの利用停止等を行わなければな

らない。

＜図3 保護の対象と義務の関係（○は適用があるもの）＞

個人情報 個人データ 保有個人データ

15条（利用目的の特定） ○ ○ ○
16条（利用目的による制限） ○ ○ ○
17条（適正な取得） ○ ○ ○
18条（取得に際しての利用目的の通知等） ○ ○ ○
19条（データ内容の正確性の確保） ○ ○
20条（安全管理措置） ○ ○
21条（従業者の監督） ○ ○
22条（委託先の監督） ○ ○
23条（第三者提供の制限） ○ ○
24条（保有個人データに関する事項の公表等） ○
25条（開示） ○
26条（訂正等） ○
27条（利用停止等） ○
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(5) 個人情報保護法に違反した場合

事業者による違反があった場合，この法律は，基

本的に当事者間における解決を想定しています。そ

のために個人情報取扱事業者は，「個人情報の取扱

いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなけれ

ばならない。その目的を達成するために必要な体制

の整備に努めなければならない」（31条）と定めら

れています。苦情処理制度には地方公共団体などの

関与も決められています（42条，13条）。さらに主

務大臣の関与が定められています（32条ないし36

条）。また，一定の違反行為に対しては，6ケ月以

下の懲役，30万円以下の罰金が規定されています

（56条ないし58条）。これらの関係を図4に示しま

す。

なお，個人がその情報を漏洩されたことなどを根

拠に慰謝料請求などを行う場合，それはこの法律で

はなく，民法の不法行為（民法709条以下）による

ことになります。ただし，個人情報保護法に違反し

たことは，不法行為の成立を認められやすくすると

いう意味はあります。

(1) 個人情報取扱事業者としての学校

5,000人分以上の個人データを保有する私立学校

は，この法律の個人情報取扱事業者となります。で

すから，そのような学校の教職員の皆さんはこの法

律の適用を受ける組織の一員であるということを自

覚して行動することが不可欠です。なお，5,000人

のカウントのしかたは在校生，教職員，卒業生など

すべてを含みますから，大半の私立学校が個人情報

取扱事業者に該当するものと考えられます。仮に，

現在はまだその数に達していなくとも，この法律の

定める規制はミニマムでありますから，これをクリ

アするように心がけて頂きたいものです。

法律の中で特に気をつけるべきいくつかの部分に

ついて書いておきます。第１に，情報収集に際して

その目的を限定しかつ目的を開示します。第２に，

保有情報を使用するに際して，目的外利用でないか

を絶えず注意する必要があります。第３に，個人情

報を同意なくして第三者に提供してはいけません。

第４に，情報は正確・最新の内容になるようにつと

めます。第５に本人からの開示には応じ，訂正の求

めがあったときには確認して誤っていれば訂正すべ

きです。

なお，国公立の学校の場合は個人情報保護法の適

用外です。しかし，学校を設立しているほとんどの

地方公共団体や国は，条令や法律で個人情報保護制

度を規定していますから，各学校の開設者の定める

学校はどのようにかかわるか

＜図4　実効性担保の仕組み＞ 
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個人情報保護法規を確認して対応を誤らないように

する必要があります。

最近の学校運営では，インターネットを利用する

場面が増加していると考えられます。その際に，生

徒の個人情報の取り扱いには十分な注意が必要で

す。そのような場合の考え方の一例として，「（宮城）

県立学校における情報通信ネットワーク活用に係る

個人情報保護規定」（注2）をあげておきます。

(2) 生徒に何を伝えるか

生徒の個人情報保護法との具体的な関わりは，個

人情報取扱事業者としてではなく，情報の主体とし

てでありましょう。すなわち，事業者に個人情報を

提供するとき，事業者が情報収集目的を明示してい

るか，収集目的以外の使われ方はしていないか，開

示請求して事業者に登録された情報を確認したとこ

ろそれに誤りがあった場合にどこに対して何を請求

できるのか，などについての知識を提供することは

有意義だと思います。

しかし，このようないわばハウツーの情報以上に，

情報化社会と言われる今日，消費者として自分の情

報を大切にして生きること，主体性をもって生きる

ことの大切さを伝えてほしいと思います。現在の家

庭科の教科書にも，消費経済の章に情報に関する項

目があるはずです。その中で，自分の名前や住所を

安易に書いてしまった結果，消費者被害に遭う危険

などが記述されているはずです。また，たとえばイ

ンターネットに代表される情報の洪水の中で，真に

価値ある情報と無益どころか有害な情報が社会的経

験の乏しい若者にも容赦なく押し寄せてきて，判断

を誤る危険が警告されていることと思います。

現場の先生方には，生徒たちに自分の個人情報を

粗末に扱うことのないように，と指導して頂きたい

と考えます。それと同時に他人の情報やプライバ

シーを尊重する生き方も伝えてほしいものです。さ

らに，インターネットや情報公開制度を活用して，

情報の洪水に流されない判断力を身につけるような

指導も期待してます。本当に情報のもつ意味を理解

すれば，悪意がない限り，個人情報流出事故や目的

外利用によるトラブルなどを減少させることができ

ると思います。

2005年の春は個人情報保護法が嵐のように事業

者を襲った感があります。何をどうすればよいのか

見当がつかず，右往左往した結果の過剰反応も多発

したようです。にもかかわらず，他方では今でも個

人情報漏洩の報道が後を絶ちません。

これは思うに根は一緒で，要するに個人情報の重

要性の無理解に由来するものと思われます。たとえ

ば，個人情報の重要性はその個人の生命を上回るこ

とはないのです。冒頭に書いた病院での薬剤取り違

えの例は，そのことを現しているように思えます。

しかし，今起きている混乱はいずれ落ち着くとこ

ろに落ち着くでしょう。それがどこに落ち着くのか，

個人情報の重要性についての私たちの意識のありよ

うがそれを左右することになると思います。

注1

http://www.hogen.org/research/paper/lj21/privacy

1.html

注2

http://www.mediaship.ne.jp/̃ookawa-es/abouthp/

index-3.html
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